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「平成17年度土地に関する動向」

第１部 平成17年度土地に関する動向

第１章 社会経済の変化と土地に関する動向の変化

土地を取り巻く社会経済状況は、人口減少の本格化など構造的に大きく変化している。

また、最近の土地市場の動向は、景気が回復基調にある中で、一部地域で活発な動きがみ

られるものの、土地需要は総じて低迷している。需給構造をみると、これまでとは大きく

異なり、新たな不動産投資手法の活発化を反映して、収益性や利便性が重視される傾向が

強まるとともに、国民や企業の間に、土地は適正に利用することにより価値が生み出せる

という意識が定着している。

このように我が国の土地をめぐる状況は大きく変化している。

第１節 土地市場に影響を及ぼす社会経済の変化と土地市場の構造変化

1 土地をめぐる社会経済状況

（1）人口構造の変化

我が国の人口がピークを迎

え、世帯数も平成 年にピ27

ークを迎えると予想される中

で、今後の土地需要の大きな

伸びは期待できないととも

に、低・未利用地の増加をも

たらすおそれがある。

（2）産業構造の変化

これまでは、経済成長に伴う工場等の積極的な拡張等により企業部門は土地需要者

として大きな役割を占めてきたが、産業構造の変化（土地節約型産業へ 、資金調達手）

法等企業経営を取り巻く変化等により、全体的な需要が減少傾向となっている。

図表　我が国の人口及び世帯の推移
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図表　   我が国の産業構造の推移
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図表　付加価値100万円あたりの土地面積
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2 国民・企業の土地等に関する意識及び企業の土地所有・利用行動の変化

土地を取り巻く社会経済の構造的な変化により、国民や企業の土地に関する意識や行

動が大きく変化し、定着してきている。

（1）国民・企業の土地に関する意識

我が国の社会経済の成熟化にあわせ、土地神話といわれる意識が消えるとともに、

自然環境や景観などが配慮された土地利用への関心の高まり、人口減少下における空

き家や空き地の増加に対する懸念など国民の土地に関する意識が成熟しつつある。

（土地の資産性に関する意識）

土地を資産として有利と考える国

民・企業の割合が大きく減少し、近

年は横ばいで推移しており、意識の

変化が定着している。

（人口減少等に関する意識）

人口減少・世帯数の減少が及

ぼす土地利用への影響として、

国民の間に空き家や空き地の増

加に対する懸念が大きい。また、

地域により意識の違いもみられ

る。

（2）最近の企業の土地所有・利用行動

企業の土地所有行動について、バブル崩壊以降、大企業を中心に所有する土地を処

分する動きが進められてきたが、最近の景気回復下においても引き続き実需中心の売

買が行われている。

一方で、減損会計の

適用が行われる中で、

所有する未利用地につ

いて処分が難しいとす

る企業が多い。
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図表　人口減少等により想定される土地利用への影響

資料：国土交通省「土地問題に関する国民の意識調査」

　注：複数回答

187
243

180
229

285

507

190 159
10779 43

141
64

-29
25

86
-5 -37

-400

-200

0

200

400

600

800

61 62 63 H元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

購入 売却 その他増加 その他減少 （購入＋その他増加）－（売却＋その他減少）

図表　１企業あたりの土地取得等の状況の推移（簿価）（百万円）

（年）

資料：国土交通省「企業の土地取得状況等に関する調査」

 注1：対象は資本金1億円以上の法人。各年の土地売買等について経年データをパネル化

     （平成16年調査時点の 存続企業のデータをつなぎあわせたもの）したもの。

 注2：「その他増加」、「その他減少」とは、贈与等が含まれる。

図表　土地は有利な資産か（国民）
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3 最近の土地市場の動向

最近の土地市場の動向について、景気の緩やかな回復、不動産投資市場の活発化、都

市再生の進展など収益性や利便性を高める取組などにより市場動向が一部で活発化して

いる。また、その動向が各地域の土地をめぐる諸条件に応じ個別化するとともに、収益

性や利便性が重視され利用価値に応じた価格形成がなされる市場へと構造的な変化が進

展しつつある。

（1）地価と土地取引の動向

平成 年地価公示によると、地価は全国平均でみると 年連続して下落している18 15

が、住宅地、商業地とも下落幅は縮小しつつある。しかしながら、下落傾向が継続し

ているが、大都市の都心部を中心に持ち直しの動きがみられ、その兆候は一部の地方

中心都市にもみられ始めている。

また、土地取引件数は大都市圏で増加するとともに、企業の土地取引状況に関する

意識も全国的に改善している。

（三大都市圏）

都心部のほぼすべての地点が

上昇又は横ばい。収益性・利便

性の高い地域を中心に上昇地点

がみられる。おおむね住宅地は

昭和 年代半ば、商業地は昭和50

年以前の水準となっている。49

（地方圏）

住宅地、商業地とも下落幅が縮小。多くの地点で依然として下落が続いている。

（ ）図表 都道府県別住宅地地価の変動率 平成18年

【凡例】

・・・・・ 前年の下落幅＜今年の下落幅

・・・・・ 前年の下落幅≧今年の下落幅

・・・・・ ０％＜今年の変動率

図表　都心３区（商業地）における地価の推移
（S49=100とした指数）
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図表　地域別地価変動率の推移
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（2）景気の緩やかな回復と法人・個人の土地需要

バブル後の負の遺産の処理が進み景気が回復傾向にある中で、企業部門を中心に土

地需要が回復しつつあるとともに、住宅着工も増加している。

① 法人の土地需要

（工場等）

景気の持続的な回復、企業の

バランスシート調整の進展等に

より、一部で設備投資の増加に

伴う工場新設等の土地投資の増

加がみられる。

（オフィスビル）

また、人員拡大等を背景に、オフィ

スビルに対する需要が高まり、賃貸オ

フィスビルの空室率が低下し、一部で

賃料の上昇がみられる。

② 個人の土地需要

低金利や景気の回復等を背景とし

て、全国の住宅着工は 年連続で増加3

している。特に、居住における生活利

便性や交通利便性を重視する国民の意

識等を反映してマンション供給が堅調

であり、都心部において業務系から住

宅系への土地利用転換が進んでいる。

また、価格についても比較的安定的

に推移している。

図表　地域別新設住宅着工戸数の推移
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資料：国土交通省「住宅着工統計」
  注：東京圏は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、中部圏は岐阜県、静岡県、
     愛知県、三重県、近畿圏は滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、
     地方圏は上記以外の地域。

図表　マンション価格の年収倍率の推移
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資料：（株）不動産経済研究所「全国マンション市場動向」、
      総務省「家計調査年報≪貯蓄・負債編≫」及び「貯蓄動向調査年報」
 注1：年収倍率＝マンション価格÷年間収入
 注2：マンション価格は、１㎡当たりの分譲価格を70倍し、70㎡価格を用いた。
 注3：貯蓄動向調査が家計調査へ統合されたため、平成13年の年間収入の値がなく,
      年収倍率は欠損値としている。

図表　東京都心5区のオフィスビル
規模別募集賃料の推移
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（対前年同期比）

図表　最近の国内における工場新設の例

企業名 事業内容 所在地 投資額 敷地面積

キャノン トナーカートリッジ等 大分県 約800億円 約40ha

東芝 半導体 三重県 － 既存敷地内

東京製鐵 電炉 愛知県 約200億円（土地代） 約100ha

富士写真フイルム液晶部品 熊本県 約1１00億円（総額） 約26ha

松下電器産業 薄型テレビ 兵庫県 1,800億円 既存敷地内

資料：新聞等の公表資料による。



不動産の証券化とは、不動産の証券化という特別の目的のために設立された法人等が、*1

証券を発行して投資家から資金を集めて不動産に投資し、そこから得られる賃料収入等の

収益を投資家に配分する仕組みであり、対象不動産の資産としての収益力に着目した投資

形態である。

「投資信託及び投資法人に関する法律」により組成される投資法人。平成 年 月末時*2 18 3

点で 銘柄が上場している。32
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（3）不動産投資市場の活発化

低い金利水準、参加者の拡大と積極的な投資意向により、不動産証券化 という新
*1

たなスキームを用いた不動産投資市場が活発化している。

不動産証券化の拡大は、土地市場にとって、市場における新たな買い手の創出、不

動産保有構造の変化、投資リスクの分散による優良な都市ストックの形成、不動産業

の構造改革の促進、情報が開示されることによる市場の透明化、等の意義を有してい

る。

（上場企業の不動産取引におけるＪリート及びSPCの動き）

上場企業の不動産取引の

うち、 リート又は がJ SPC

買い手となる割合が年々

増加している。平成 年17

度下期では、購入主体の

がＪリート又は 。64% SPC

（Jリート による物件取得の拡大）
*2

Ｊリートによる不動産の取得が拡

大しており、平成 年度末の保有物17

件の総額は約 兆円となっている。4

投資対象が住宅や物流施設など多

様化するとともに、投資地域につい

ても多様化し地方圏でも投資が活発

化している。

図表　Ｊリート保有物件の推移
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資料：国土交通省「平成17年度不動産証券化市場の拡大とその影響に関する調査」
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 注1：「固定資産の譲渡に関する開示情報」、「営業上の固定資産の譲渡に関する開示情報」を集計。
 注2：「SPC」は広義のSPCを指し、特定目的会社（TMK）等を含む。
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（4）土地の利便性や収益性を高める取組の進展

土地の利便性や収益性がより重視され、市場動向が個別化している中で、大規模な

オフィスビルや多様な集客施設（商業施設・大学等の併設）の建設など土地の利便性

や収益性を高める取組が行われている（都市再生の取組 。）

また、最近の賃貸オフィスビ

ル供給の特徴としては、大規模

で、交通の利便性の高い地域立

地するなど良質なものが増えて

いる。
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第２節 各地域における土地利用の動向

土地利用の動向について、社会経済状況の構造変化（人口減少、産業構造転換）によ

る土地需要の減少に伴い、低・未利用地の増加など変化がみられる中で、各地域の動向

を分析する。

1 大都市における土地利用の動向

（都心部）

都心居住の進展、良質な大規模オフィスビル

の供給、コンバージョンなどにより既成市街地

における土地利用転換が一部で進

んでいる。

（郊外部）

高い人口増加率を示してきた郊

外部では、これまでのような宅地

需要の伸びが期待できない状況に

ある。

2 地方における土地利用の動向

（中心市街地）

地域を支える産業の低迷や、支

店・支社の再編、大規模集客施設

・公共公益施設等の郊外立地の増

加等により中心市街地の空洞化が

みられる。

少子・高齢化が進み、人口減少

が本格化する中で、多様な都市機

能の中心部への集積や街なか居住の推進等

を通じた賑わいの回復が重要である。

（農地・森林等）

農山村地域の過疎化、高齢化の進展等に

より耕作放棄地や管理のされない森林が増

加している。

図表　全国の宅地供給量及び住宅着工戸数の推移
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0

5,000
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1,000

1,500

2,000

2,500
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住宅着工戸数(右目盛り)
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資料:国土交通省調査
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図表　農業地域類型別耕作放棄地面積の推移

資料：農林水産省「農林業センサス」
　注：（　）内は「耕作放棄地率」を表しており、「耕作放棄地率」は経営
　　　耕地面積と耕作放棄地面積の合計に対する耕作放棄地面積の割合である。
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図表　都市の中心部の人口の推移（平均）

資料：総務省「国勢調査」

　注：三大都市圏又は政令指定都市を除く人口20万人以上の都市が対象。

　 （中心部の人口）

（市全体に占める割合）

資料：国土交通省「土地基本調査」

平成10年時点 平成15年時点

注：「空き地」とは現況が「農地」、「林地」、「道路用地」
等以外の「宅地など」のうち、「特に利用していない土地」を
指す。

図表　我が国の空き地発生の状況
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13.1
万ha



空き地、空き建物、低利用地等を指す。*3

全国一律の土地利用データベースで誰でもアクセス可能となっている。*4
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第３節 適正な土地利用の実現に向けた課題と取組

我が国の土地をめぐる状況は、人口減少や産業構造の変化、収益性や利便性が重視さ

れ利用価値に応じた価格形成など構造的に変化している。このような中で、①人口減少

等の社会経済状況の変化に対応した土地利用の実現、②市場における売買当事者間の情

報格差が存在するという特徴を有する不動産について、透明・公正な市場を通じた合理

的な不動産価格の形成、③長期・安定的な民間資金の活用や優良な宅地の供給等を通じ

た良質な不動産ストックの形成、が重要になってきていると考えられる。

1 人口減少等の社会経済状況の変化に対応した土地利用の取組

（1）多様な主体による低・未利用地の活用・管理

人口減少や産業構造の転換により様々な地域で低・未利用地の発生が顕在化するこ

とが予想される。低・未利用地の管理が不十分である場合には、環境・景観の悪化、

火災・犯罪の発生と地域コミュニティ全体の活力の低下を招くことが懸念される。

低・未利用地の活用・管理において、各地で様々な取組が行われているが、土地所

有者以外にも や住民等が参画した取組や低・未利用地に関する情報の整備などがNPO

重要となってきている。

【事例】 法人による駅前空間の一体的整備と管理NPO

（千葉県鎌ヶ谷市）

土地区画整理事業を期に集まった駅前街区の地権者懇談

会を母体とした 法人が、駅前空間整備の立案、整備後NPO

の管理を行い、地域の魅力を向上させている。

【事例】イングランドにおけるブラウンフィールド の再生
*3

英国では、新規開発にあたっ

ては、ブラウンフィールドを再

生していくことを基本とし、再

開発が可能な土地と建物の現況

のデータベース の整備等を行
*4

っている。



不動産の収益率を表したものであり、不動産投資を合理的に検討し、投資効果を客観的*5

に評価するための指標である。
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2 透明・公正な市場を通じた合理的な価格形成に向けた取組

近年、不動産の金融商品化が進んでいる。合理的な不動産価格の形成を図っていくた

めには、透明性・公正性の高い市場の条件整備が必要であり、個別不動産がその収益性

・利便性等により適正に評価される環境整備が重要である。

（1）不動産鑑定評価の充実

不動産鑑定評価は不動産市場を支える重要な役割を果たしており、市場の新たなニ

ーズに対応してその役割を的確に果たしていくことが重要である。

（2）取引価格等の情報の整備・提供

、不動産投資のリスクを適正に判断し

安心して投資できるような市場を実現

していくためには、土地取引価格情報

の提供に加え、賃料等の収益情報の整

備などが重要である。

① 土地取引価格情報の提供

三大都市圏の政令指定都市等におけ

る土地等の取引当事者に対して取引価

格等に関する調査を実施し、個別の物

件が特定できないよう配慮して、取引

された土地等の価格等をインターネッ

トを通じて公表している。

（ ）http://www.land.mlit.go.jp/webland/

② 不動産投資インデックスの整備

不動産投資市場の透明性の向上、発展

・拡大のためには、投資家が不動産投

資に対するリスク・リターンを定量的

に測定し、投資の意志決定に役立てる

とともに、運用成績を事後的に評価す

る際の指標となる不動産投資インデッ

クス が整備されることが重要である。
*5

IPD英国
インデックス

ＮＣＲＥＩＦ
インデックス

ＰＣＡ／ＩＰＤ
インデックス

公表頻度 年次 年次 年次

対象国 イギリス アメリカ オーストラリア

インデックス開始年 1971 1978 1984

物件数(注） 10986 4152 559

資料：国土交通省「不動産投資インデックスの普及促進に関する調査」（平成17年3月）

  注：平成16年12月末現在。

図表　海外における主なインデックス
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（3）地籍調査の推進

地籍調査は、土地一筆ごとの所有者、地目、面積、境界など土地に関する最も基礎

的な情報を整備するものである。しかしながら、地籍調査の進捗率は、全国で46％、

都市部で19％（平成16年度末）にとどまっている。地籍調査未実施地区では、正確な

土地の境界を示すことができず、土地境界紛争が発生したり、相続等で自らの土地が

分からなくなったりすることも懸念されることから、できる限り早期の地籍調査の実

施が必要である。

また、地籍調査の一層の推進を図るため、平成16年度から都市再生街区基本調査を

行うとともに、山村地域では、山村境界保全事業を実施している。

【事例】地籍調査による土地境界トラブルの防止

おおむね同様の土地利用でかつ同時期に行われた土

地区画整理事業を比較すると、１回目の関係権利者立

会いで地区界を確定できなかった箇所数が地籍調査実

施済み地区と未実施地区で大きく異なっている。

（4）定期借地権制度の活用

平成 年度に創設された定期借地権制度は、定められた契約期間で確定的に契約が4

終了する借地権制度であり、貸し主及び借り主の双方にメリットがあり、借地の供給

拡大による土地の有効利用を促進するものである。土地の所有と利用を分離する機能

を有する定期借地権制度は、多様な場面で活用が進み、その重要性を増してきている

が、事業用借地権について 年超の存続期間が求められるなど、制度面・運用面での20

改善点も指摘されている。

（5）透明・公正な市場の条件整備に資する様々な取組

この他にも、指定流通機構（レインズ）が保有する不動産取引価格情報を活用した

情報提供システムの構築や、金融市場における投資家保護のための法整備に関連した

不動産投資のリスクを踏まえた法整備（証券取引法等の一部を改正する法律に伴う関

係法律の整備等に関する法律案）等が行われている。

対　象　面　積
   　　　　　　　（K㎡）

H16年度末実績面積
               （K㎡）

H16年度末達成率
                   （%）

D　　　I　　　D 12,255 2,303 19
宅　　　　　　地 17,793 8,643 49
農　　 用  　地 72,058 49,422 69
林　　　　　　地 184,094 72,175 39
合　　　　　　計 286,200 132,543 46

資料：国土交通省調査

 注1：対象面積は、全国土面積（377,880k㎡）から国有林及び湖沼等の公有水面を
 　　　除いた面積である。
 注2：宅地、農用地、林地については、DID以外の地域を分類したもの。

図表　地籍調査の実施状況
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3 良質な不動産ストックの形成

土地をめぐる状況が大きく変わる中で、適正な土地利用を実現するためには、既存の

不動産ストックの維持・活用や良質な不動産ストックの形成が重要である。そのために

、 、 。は 長期的かつ安定的な民間資金等の活用や 良質な宅地の供給等が重要となっている

（1）長期・安定的な資金による不動産ストックの形成

優良な不動産ストックを形成する観点から、年金資金のような比較的運用期間の長

い安定的な資金が不動産市場に投資されることは望ましい。

今後、情報開示の進

展等により不動産投資

、市場の透明性が高まり

企業年金等が不動産に

投資しやすい市場環境

整備がなされることで

年金資金の特質と不動

産の特性を活かした資

金循環が促進されるこ

とが望まれる。

（2）良質な宅地の供給（宅地政策の転換）

地価の下落、人口・世帯数の増加傾向の緩和、さらには既成市街地内の既存宅地の

。土地利用転換等による宅地需要の低下等を背景にこれまでの政策の転換が重要である

また、人口や世帯数の減少は１人当たりの土地面積の増加を意味し、これまで実現

できなかったゆとりある住空間や緑地等の公共空間を充実させていく好機である。

地域によっては、住民が法人を組成し、又は協定を締結することにより、住民自ら

が居住する住宅地の魅力を積極的に維持・向上させるための取組が行われている。今

後そうした取組を促進するする仕組みについても検討が必要である。

【事例】地域住民による共有地の維持・管理と良好な居住環境

多摩ニュータウン では、地域住民の参加（ワN-City

ークショップ方式）により集会施設の設計・管理運営や

公益緑地の管理等が行われ良好な居住環境が維持されて

いる。

不動産資産

約2,300兆円

金融資産

約5,930兆円

1,252兆円

現金・預金

うち、外貨預金：34兆円

投資対象的資産

・国内株式（公開株）：393兆円
・国内債券（公社債等）：1,029兆円
・外国株式・債券：297兆円

伝統４資産：1,719兆円

その他資産

収益不動産
証券化

資産規模
約20兆円

・国内未公開株・出資金：201兆円
・金融派生商品：39兆円

・投資信託受益証券(66兆円)、信託受益権
(43兆円)、債権流動化関連商品(30兆円)等：
139兆円

オルタナティブ資産

・保険・年金準備金、預け金等

その他資産

天然資源、

知的財産権等々

機関投資家

投資主体

資料：国土審議会土地政策分科会企画部会
不動産投資市場検討小委員会資料（注）を一部修正

注：資金循環統計（2005.6速報 日本銀行）、平成15年国民経済計算確報、「土地に関する年次報告」、（株）ニッセイ基礎研究所
資料をもとに作成

年金基金
98兆円

保険
365兆円

銀行等
1,218兆円

民間非金融法人企業
709兆円

J-REIT 2兆円

家計
1,433兆円

3兆円
(3.1%)

15兆円
(4.1%)

30兆円
(4.2%)

24兆円
(2.0%)

51兆円
(3.6%)

563兆円
(46.2%)

ノンリコース
ローン

781兆円
(54.5%)

エクイティ出資

CMBS

民間金融機関貸出：698兆円

不動産関連４資産

図表 日本の金融市場と不動産市場（2005年第2四半期）

※1:投資信託受託証券には、J-REITの投資証券が含
まれる。
※2:債権流動化商品には、匿名組合(TK)出資や特定
目的会社(TMK)の発行証券、資産担保証券(ABS)が含
まれる。
※3:不動産資産は2003年末、不動産証券化資産規模
は2005年度末現在。
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【事例】ガーデンシティ舞多聞みついけプロジェクト

神戸市垂水区では、ゴルフ場跡地の地形と緑を活か

した、ゆとりある宅地規模（ ～ ㎡、定期借地400 800

権）とコミュニティ育成型の自然住宅地をコンセプト

にした宅地開発が行われている。

（3）既存ストックを活かした地域づくりの取組

各地域の土地利用にあたっては、土地の所在する地域の自然的、社会的、経済的及

び文化的諸条件に応じて適正に利用されることが重要であり、各地域において既存ス

トックを活かしたまちづくりの取組が行われている。

【事例】街なみ整備と地価の動向～三重県伊勢市おかげ横丁～

明治時代の街なみを再

現した「おかげ横丁 。」

観光客の増加や街の賑わ

いをもたらしている。

図表　おかげ横丁周辺の地価変動率の推移

-8.3% -8.7% -9.1% -8.4% -8.5% -8.1%
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平成12 13 14 15 16 17 18
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三重県商業地平均

資料：国土交通省「地価公示」
　注：伊勢市おかげ横丁周辺（伊勢5-3）と三重県の商業地平均の比較

（年）

 

街並みイメージ
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第２章 土地に関する動向

第１節 土地利用の動向

我が国の国土面積 万 のうち、 を占める森林及び を占める農用地は、3,779 ha 66% 13%

いずれも微減となっており、宅地が増加している。

3 4また、農林地等からの都市的土地利用への転換面積は減少傾向にある（平成 年：

万 →平成 年： 万 。4,700ha 16 1 7,200ha）

第２節 土地所有・取引の動向

売買による土地取引件数は、全国では減少傾向にあるが、大都市圏では最近増加しつ

つある。

合計
地目 面積 構成比 面積 構成比 面積 構成比 面積 構成比 面積 構成比
農　　用　　地 576 15.3 548 14.5 513 13.6 484 12.8 481 12.7

森　　　　　林 2,529 67.0 2,530 67.0 2,514 66.5 2,510 66.4 2,509 66.4

原　　　　　野 43 1.1 31 0.8 26 0.7 26 0.7 27 0.7

水面・河川・水路 128 3.4 130 3.4 132 3.5 135 3.6 133 3.5

道　　　　　路 89 2.4 107 2.8 121 3.2 130 3.4 131 3.5

宅　　　　　地 124 3.3 150 4.0 170 4.5 181 4.8 183 4.8

そ　　の　　他 286 7.6 282 7.5 303 8.0 313 8.3 316 8.4

合　　　　　計 3,775 100.0 3,778 100.0 3,778 100 3,779 100.0 3,779 100.0

資料：国土交通省「土地利用現況把握調査」

昭和50年 昭和60年
（単位：万ha、%）

図表　我が国の国土利用の推移と現況

平成7年 平成16年平成15年

図表　売買による土地取引件数の推移
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資料：法務省「法務統計月報」

　注：地域区分は以下による。

　　　東 京 圏：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県。

　　　大 阪 圏：大阪府、京都府、兵庫県。

　　　名古屋圏：愛知県、三重県。

　　　地 方 圏：上記以外の地域。
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第３節 平成18年地価公示に見る平成17年の地価動向について

平成 年地価公示によると昨年 年間の全国の地価は、18 1

・ 全国平均では 年連続で下落しているが、下落幅は縮小しつつある。15

3 15・ 三大都市圏の平均では、住宅地で 年連続下落幅が縮小するとともに、商業地で

年ぶりに上昇に転じた。

・ 地方圏の平均では、住宅地、商業地とも下落幅が縮小した。

第２部 平成17年度土地に関して講じた基本的施策（略）

用途

公示年 平成16年 平成17年 平成18年 平成16年 平成17年 平成18年

全　　国 △ 5.7 △ 4.6 △ 2.7 △ 7.4 △ 5.6 △ 2.7

三大都市圏 △ 5.7 △ 3.7 △ 1.2 △ 5.8 △ 3.2 　 1.0

東 京 圏 △ 4.7 △ 3.2 △ 0.9 △ 4.5 △ 2.5 　 1.0

大 阪 圏 △ 8.0 △ 5.2 △1.6 △ 8.8 △ 5.0 　 0.8

名古屋圏 △ 4.9 △ 3.3 △ 1.3 △ 6.0 △ 3.3 　 0.9

地 方 圏 △ 5.7 △ 5.4 △ 4.2 △ 8.7 △ 7.5 △ 5.5

資料：国土交通省「地価公示」

住　　宅　　地 商　　業　　地

図表　地域別対前年変動率

（％）
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「平成18年度土地に関する基本的施策」

１ 土地利用計画の整備・充実等

第三次国土利用計画（平成８年閣議決定）に基づく、必要な措置を講じるとともに、

次期全国計画について国土形成計画（全国計画）との一体的策定に向け、今後の国土利

用のあり方等の検討を継続する。

既存ストックの有効活用と都市機能の集約促進を目指すため都市計画に関する制度等

の整備を行う。

２ 都市再生の推進

都市再生本部において決定された都市再生プロジェクト等の実施、都市再生特別措置

法に基づく各種支援措置の活用等を推進する。また、地方の自主性・裁量性を高めた｢ま

ちづくり交付金」の事業規模の拡大等を行う。さらに、ＰＦＩ法等に基づき、民間の能

力等を活用した社会資本の整備を図る。

３ 低・未利用地等の有効利用の促進

（１）低・未利用地の利用促進等

工場跡地、未利用埋立地等の低・未利用地について、都市再生総合整備事業等を推

進する。また、都市再生機構による土地有効利用事業等を推進する。

低・未利用地に関する情報や有効活用のためのノウハウ提供等を実施する「土地活

用バンク」の機能拡充等を行う。

（２）既成市街地の有効・高度利用の促進等

都市計画法及び中心市街地活性化法について必要な見直しを行い様々な都市機能の

集積や街なか居住の推進を図るとともに 「まちづくり交付金 「中心市街地共同住、 」、

宅供給事業」等を活用し、中心市街地の活性化を総合的・一体的に推進する。

（３）農地を生かした良好な住環境の整備

農地を生かし良好な居住環境を備えた住宅地等の供給を推進するとともに、生産緑

地地区については、市民農園の整備等により、都市住民の交流の場としての活用を推

進する。

（４）災害に強いまちづくりの推進

特定防災街区整備地区制度や防災街区整備事業等の活用を推進するほか、宅地造成

等規制法の改正や宅地の耐震化の推進等を行う。

４ 宅地・住宅対策の推進

職住近接を実現するなど政策的意義の高い事業を重点的に実施すること等により、優

良な宅地供給を推進する。
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国民の豊かな住生活を実現するため住生活基本法を国会に提出するとともに、マンシ

ョン履歴システムの普及促進、マンションの建替えの円滑化、住宅の耐震化の促進等を

行う。

５ 国公有地の利活用等

国有地の有効利用・高度利用を積極的に推進するとともに、未利用国有地等の売却を

促進する。

６ 不動産取引市場の整備等

指定流通機構（レインズ）が保有する不動産取引価格情報を活用した情報提供システ

ムの構築等を行う。

７ 不動産投資市場の整備

不動産市場と資本市場の継続的かつ安定的な資金循環の構築を図るため、不動産投資

リスクを踏まえた情報開示・説明手法の構築、不動産投資に関するインデックス整備等

を行う。

８ 土地に関する情報の整備

土地取引当事者の協力により、取引価格情報等の提供を行うとともに、対象地域の拡

大を行う。地籍調査については 「第５次国土調査事業十箇年計画」に基づき推進すると、

ともに、都市再生街区基本調査、山村境界保全事業等を行う。

９ 土地税制の改正

、 。平成18年度税制改正の国税・地方税において 登録免許税の特例措置の延長等を行う

10 地価対策のための体制の整備等

地価公示は30,000地点の標準地について行う。また、不動産鑑定評価制度を充実させ

る取組を推進する。

11 国土政策との連携

新たな国土形成計画（全国計画・広域地方計画）の策定に向け検討を引き続き行う。

12 環境保全等と土地対策

土壌汚染対策など環境保全の観点から各般の施策を実施するとともに、農地・森林の

適正な保全・利用の確保、歴史的な集落・町並み等の保存、良好な景観形成の推進等に

努める。
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